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平成１８年度主要施策一覧 

                                                                平成１８年２月 
 

１．はぐくみ  文化・創造プラン（教育文化）   

                                                           （◎＝新規 ☆＝拡大） 
 
◎① 学習到達度調査経費（③行政Ｐ１８）         １，０００千円 

・ 中学１年生を対象として小学校卒業段階での国語・数学（算数）における生徒一

人一人の学習の到達度を客観的に評価するとともに、生活・学習意識を調査し、

指導方法の工夫改善に生かす。 
 

◎ ② 小中学校給水設備改修事業費（赤水対策）（④建設Ｐ８） 

     ２６，０００千円 

・ 各小中学校の給水施設については、年２回から３回水質検査を実施し、安全を

確認しているところでありますが、給水施設の老朽にともない、赤錆による赤

水が発生している学校について、飲料用として使用する系統を対象に給水施設

を改修する。 

 

◎③ 小中学校適正配置関係経費  （③行政Ｐ１８）        ７００千円 
・ 生徒数の減少に伴い小中学校の小規模化が進む中、活力ある学校づくりと教育

環境の充実を目的に、今後の学校規模・学校配置のあり方について検討する「（仮

称）小樽市学校規模・学校配置の在り方検討懇談会」を設置し幅広い意見を聴

取する。 
 
◎④ 重要文化財 旧手宮鉄道施設修復事業（④建設Ｐ８）  ６４，８３９千円 

・ 重要文化財 旧手宮鉄道施設機関車庫３号の保存修理工事をＨ１８，１９年度

の２カ年で行う。 
・ Ｈ１６年度：保存修理工事基本計画策定 

Ｈ１７年度：耐震診断、建物の基礎調査・補強案検討 
 
◎⑤ 重要文化財 旧日本郵船（株）小樽支店建築１００周年記念事業           

（③行政Ｐ２２）                       １５０千円 
・ 旧日本郵船（株）小樽支店は明治３９年１０月１日に落成披露が行われ、平成

１８年で１００年を迎えることから、これを記念して式典や特別展、コンサー

トを開催する。 
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⑥ 都市間交流推進事業費負担金 （⑥負補Ｐ１）       ５００千円        

・ Ｈ１７年度に引き続き小樽青年会議所との共催事業として尾道市の児童との交

流を行う。 
・ Ｈ１７年度は、市内小学生を尾道市に派遣し児童交流等を行った。 
・ Ｈ１８年度は、尾道市からの児童を受け入れる。 

  
☆⑦ 能楽堂一般公開期間の延長（③行政Ｐ１０）         ４９０千円 

  ・平成５年から能楽堂の一般公開（年間６～１０日間）を実施 
  ・Ｈ１８年度は、６月から９月まで一般公開期間を延長する 
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２．ふれあい福祉・安心プラン（市民福祉）   

☆①  福祉コミュニティ都市推進事業費（③行政Ｐ３）     ２，０００千円 
・ 高齢者自らが、生きがいを持ち、元気に暮らせるまちづくりを目指し、参加型

の高齢者福祉への移行を進める事業 
・ Ｈ１７年４月に市民有志による組織「杜のつどい」が設立され、産業会館に開

設された活動拠点において社会実験として「世代間交流事業」や「各種講座」

等を行った。 
・ Ｈ１８年度は、昨年度実施事業に加え、新たな事業も検討中 

※事業費は、市から同団体への交付金 
 

◎② 障害者自立支援法関係 （③行政Ｐ４～６）       ２８，５５５千円 
「障害者自立支援法」が平成１７年１１月に公布され、平成１８年度から障害者施

策が大きく変わることを受けて実施する。（以下、新規のみ） 
・障害者計画及び障害福祉計画策定事業費  １，０００千円 
・障害福祉サービス管理経費        ３，９００千円   
・認定調査員経費             ５，６００千円 
・障害者給付認定審査会経費        ５，１２０千円 
・サービス利用計画作成費         ２，３０７千円 
・社会福祉法人等減免事業補助金     １０，６２８千円 

 
③ ふれあいパス事業費（③行政Ｐ７）         １６１，０００千円 

７０歳以上の高齢者を対象にバス乗車証の交付 
Ｈ１７年度同様、回数券方式により実施 

     
☆④  延長保育事業の拡大（新規１カ所） （⑥負補Ｐ５）  ４，０００千円 

・ 私立保育所１カ所（新光保育園）で延長保育（１８時→１９時）を行うための

補助金。 
・ 現状は、公立保育所２カ所，私立３カ所で新たに新光保育園が加わり計６カ所

となる。 
 
◎☆⑤ 地域支援事業（⑦特会Ｐ３のうち）         １０２，５００千円 

        ・平成１８年４月施行の介護保険法の大幅な改正に伴う新規事業「地域支援事業     

費」（要介護状態の軽減、悪化の防止等を目的とする「予防重視型システムへ

の転換」） 

     ※ 既存の「介護予防地域支え合い事業」、「老人保健事業」なども含め、介       

護予防の観点から事業を再編、構築して実施） 
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        ◆介護予防事業費  ５８，０００千円 

介護予防特定高齢者施策事業費  ４２，６４０千円 

（通所型介護予防事業：通所により「運動器の機能向上」、「栄養改善」等の 

サービスを提供 

  訪問型介護予防事業：保健師等が訪問して、相談、指導、支援を実施） 

          介護予防一般高齢者施策事業費   １５，３６０千円 

          （介護予防に資する知識の啓発普及、地域活動組織の育成支援） 

        ◆包括的支援事業・任意事業費  ４４，５００千円 

          介護予防ケアマネジメント事業費  １，３００千円 

          （保健師等による介護予防プラン作成） 

          総合相談支援事業／権利擁護事業 １８，３００千円 

          （情報提供、継続的・専門的な相談支援：高齢者相談センター等 

            地域における関係者とのネットワークの構築：高齢者虐待防止ネットワーク            

事業） 

          包括的・継続的マネジメント支援事業費  ４，６００千円 

         （支援困難な事例への指導助言、地域における社会資源との連携・協力体制の      

構築等） 

          任意事業費  ２０，３００千円  

          （認知症高齢者見守り事業：徘徊高齢者位置情報検索システム導入経費の一部      

助成等、家族介護継続支援事業：家族介護用品助成事業等） 
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３．うるおい  生活・快適プラン（生活環境） 

 
◎① 公営住宅建替事業費（オタモイ住宅２号棟）（⑦特会Ｐ２）  
                             ３３７，２６７千円 

・ オタモイ住宅２号棟（５階建５０戸）をＨ１８，１９年度の２カ年で建設 
・ 同住宅１号棟はＨ１７年度８月完成、９月入居済み 

 
◎② 環境美化啓発事業費（③行政Ｐ１２）                  ５００千円 

・ ポイ捨て防止対策としてボランティアを活用して街頭でのポイ捨防止の啓発や

清掃活動等を行う。 
 
◎③ 電動式生ごみ処理機購入費助成金（⑥負補Ｐ１１）    １，０００千円 

・ 家庭から出る生ごみの減量化促進のため電動式生ごみ処理機を購入する市民に

対し、その購入費の一部を助成する。 
・ Ｈ１７年度にモニター制度を実施し、減量効果があるとの結果が出たため、助

成制度として実施する。 
 

④ 廃棄物最終処分場（桃内）第２期拡張整備事業費 ④建設Ｐ３） 

２３，０００千円 
・ Ｈ１２年７月に供用開始した廃棄物最終処分場第１期埋立地がＨ２１年度中に

許容量に達する見込みであることから、第２期拡張工事をＨ１９，２０年度に

行うためＨ１８年度に実施設計を行う。（Ｈ１７年度は、基本設計実施） 
 

⑤北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 （⑥負補Ｐ１１）４０８，０００千円 
・ 北しりべし廃棄物処理広域連合（小樽市、積丹町、古平町、余市町、仁木町、

赤井川村）によるごみ焼却施設及びリサイクルプラザの建設 
・ ３カ年（Ｈ１６～１８）で整備し、焼却施設はＨ１８年１１月から、リサイク

ルプラザはＨ１９年１月から試運転を行い、Ｈ１９年４月から供用開始予定 
 

⑥公共下水道施設の更新等 （⑫下水Ｐ１）       ８０２，４００千円 
・ 老朽化による機能低下が著しい各処理場、ポンプ場等の施設整備を更新計画に

基づき行う 
中央下水終末処理場 汚泥処理棟焼却設備等        ２４５，４６４千円 
銭函下水終末処理場 汚泥処理棟汚泥脱水設備等  １９９，４１６千円 
勝納・入船中継ポンプ場 機械・電気設備等    １１８，８２０千円 
汚水管整備、雨水きょ整備                      ２３８，７００千円 
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４．ゆたかさ 産業・活力プラン（産業振興） 

                      （◎＝新規 ☆＝拡大） 
 
◎① 中心商店街元気づくり事業費（③行政Ｐ１４）     １，０００千円 

中心商店街の「にぎわいづくり」のために行う事業に対して支援を行う。 
・ 中心商店街連携支援事業（都通り、サンモール一番街、花園銀座の３商店街が

連携して行う集客イベント事業に対する助成） 
・ Ｈ１７年１０月末に閉店した丸井今井閉店後のサンモール一番街界隈の活性化

のため行う各種事業に対する助成 
 
② 小樽教育旅行誘致促進実行委員会負担金（⑥負補Ｐ１５）１，０００千円 

・ 小樽市、観光協会、誘致協、民間事業者で構成される実行委員会がＨ１７年度

に発足し、ガイドブック作成、旅行会社招へい等を実施。 
・ Ｈ１８年度は、学校関係者、旅行会社を対象としたモニターツアーや誘致キャ

ンペーン等を行う。 
 
◎③ （仮称）小樽観光大使運営費負担金（⑥負補Ｐ１５）    １００千円 

・ 市外在住の小樽出身者やゆかりのある人たちを「観光大使」に任命し、小樽の

魅力や観光情報等を紹介・宣伝してもらう。 
・ 観光大使は３０名を予定。特典付き名刺を機会ある毎に配布してもらう。 
・ 主催：小樽市、商工会議所、観光協会（事務局は観光協会）  

 
☆④  小樽市企業立地促進条例の制定（工場等設置助成制度の見直し）   

課税免除のため予算措置なし      
・ 企業立地促進のため「小樽市中小企業等振興条例」により優遇制度を設けてい  

るが、その助成内容の優位性が他都市（特に石狩市）に比べて低下しているた

め助成内容（固定資産税、都市計画税の課税免除）を充実し、優遇較差の解消

を図る。 
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 ５．にぎわい 都市・形成プラン（都市基盤） 

 
 
① 臨港道路新設改良事業費（小樽港縦貫線）（④建設Ｐ６）７６，０００千円 

  Ｈ８年度着工、Ｈ１９年度完工予定        
Ｈ１８年度：本工事 Ｌ＝１２０ｍ、物件補償        

 
② 国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業）（④建設Ｐ６）４５，０００千円 
  Ｈ１０年度着手、Ｈ１６年度まで主に、調査、漁業補償（Ｌ＝３２０ｍ） 

ブロック製作 
Ｈ１７年度：基礎工・上部工 Ｌ＝３２ｍ 
Ｈ１８年度：本工事（港外Ｌ＝６８ｍ、港内Ｌ＝１００ｍ）、補償費、測量試験等 

※国直轄事業 Ｈ１８年度全体事業費 ３００，０００千円  
 

③ 小樽運河浄化対策事業費（④建設Ｐ６）        ６０，０００千円 
    Ｈ１３，１４年度：アンケート調査、調査設計 
    Ｈ１８年度：北部運河の浚渫（Ｈ１５年度より継続）Ｌ＝７５ｍ 
    ＊Ｈ１９年度終了予定 
 
 ④  第２号・第３号ふ頭給水施設整備事業費（⑦特会Ｐ１） ４０，０００千円 
        ・Ｈ１７，１８年度の２カ年事業 

・Ｈ１８年度は、第２号ふ頭の給水施設（船舶給水管）布設 Ｌ＝７５０ｍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 8 -

６．そ の 他 

 
◎① 総合計画策定経費（③行政Ｐ３）               ２，５００千円 

・ 現行「２１世紀プラン」の計画期間が平成１９年度となっていることから、平

成１８・１９年度の２カ年かけて次期総合計画の策定を行う。 
・ Ｈ１８年度は市民意向調査の実施、基本構想の策定 
・ Ｈ１９年度は基本構想の決定、基本計画の策定 

 
◎② 移住促進事業費（③行政Ｐ３）                       ３００千円 

・ 首都圏等の団塊の世代等を対象に小樽市への移住を促進する事業で、専用ＨＰ

による「まちの概要・セールスポイント」、「住まい」などの情報提供や移住に

関する相談にワンストップで対応している。 
・ 北海道は、Ｈ１６年度から「北の大地への移住促進事業」を開始し、小樽市は

Ｈ１７年６月に「パートナー市町村」に選定され、道と協働して事業を展開し

ている。 
・ 本年度は、北海道、北海道移住促進協議会（道内５０自治体参加）と連携し、

首都圏等での移住ＰＲ活動や移住ビジネスの研究等を実施する。 
 
☆③ 指定管理者制度の本格導入 

・ Ｈ１６年度に、「小樽市鰊御殿」及び「小樽市さくら学園」（Ｈ１６年７月から）

に対し指定管理者制度を導入 
・ Ｈ１８年度からは、「おたる自然の村」、「小樽市総合体育館」、「小樽市稲穂駐車

場、駅前広場駐車場、駅横駐車場」などに対し導入予定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




